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国際熱核融合実験炉（ITER）の誘致に向け、２００１年の最終設計報告書の取りまとめ以降、

わが国の六ヶ所サイトに固有の条件を考慮したサイト依存の検討を実施してきた。このうち、青

森県六ヶ所村の弥栄平地区を想定したトカマク施設等の主要施設の構内配置について、ITER 施

設計画の必要施設及び施設規模の最新情報ならびにトカマク複合建家予定地付近の最新地盤情

報を基に、配置案の検討を行った。その結果、 

（１）トカマク複合建家を支持岩盤が高く、建家の基礎掘削コストの低減および基礎工事の工

程が短縮できる。 

（２）敷地造成工事の取扱い土量が最も少なくコストを低減でき、２段造成のため敷地利用の

裕度が高い。 

（３）人及び物のアクセス性、騒音・振動の影響回避ならびに主要配管・ダクト延長の短縮が

可能である。 

ことを満たすトカマク複合建家の最適配置案を構築し、六ヶ所サイトにおける構内配置の成案

を作成することができた。 
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The Final Design Repot (FDR) of the International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER) was published on July 2001 as a summary of the Engineering Design 
Activity (EDA). After the EDA, site dependent design has been investigated for the 
invitation of ITER toward Rokkasho Site (Iyasakadai area) in Aomori prefecture.  

This report describes the results of site layout of major buildings and structures of ITER 
in the Rokkasho-Site. The data of the ground near the site and the results of site dependent 
design in Japan were applied to this study. Through this study, the most appropriate site 
layout has been constructed with satisfaction of following conditions.  

(1) Bedrock level at the tokamak complex building is relatively high and it can be reduced 
the cost of excavation and foundation work. 

(2) Total amount of excavation soil for site preparation is minimized and the flexibility of 
the layout is ensured with flat ground level. 

(3) Accessibility of human and equipments, reduction of noise and vibration to the 
environment can be obtained. Total length of ducts and piping between buildings in 
site is minimized.  
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1. 目的 

 
国際熱核融合実験炉（ITER）は、２００５年６月に ITER のサイトがフランスのカダ

ラッシュに決定し、建設段階に入りつつある。この建設の基となる２００１年に取りま

とめられた最終設計報告書（FDR）は、参加極のどこの地域または国でも建設できるよ

うに配慮された非サイト依存の設計であるため、FDR の取りまとめ以降日本に誘致する

場合を想定して、六ヶ所サイトに固有の条件を考慮したサイト依存の検討を実施してき

た。本検討は、わが国で検討してきた ITER 施設計画のサイト依存設計のうち、青森県

六ヶ所村の弥栄平地区を想定したトカマク施設等の主要施設の構内配置について、建設

予定施設に関する検討結果及び予定地地盤の情報等を反映し、施設の建設、運転及び保

守を考慮した合理的な配置計画を策定することを目的として検討した結果をまとめたも

のである。注１） 
本報告書では、次章に今回の検討の検討方針及びそれに沿った検討手順について説明し、

以降この手順に従ってその内容を説明する。第３章で、この手順のうち検討条件につい

て整理した。第４章では、複数の構内配置パターンの概略比較検討を行い、その得失を

評価した。第５章では、第４章で実施した検討の結果、絞り込んだ配置案について詳細

検討を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注 1）当資料中に使用している地図データは、青森県知事の承認を得て青森県防災 GIS

地図データを複製したものである。（承認番号）平成 18 年 3月 14 日青防第 1214 号 
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2. 検討方針 

 
本報告書の構内施設の配置検討は大きく、 
（１）検討条件の整理 
（２）概略配置検討 
（３）詳細配置検討 
の３段階の手順に分けて実施した。この構内配置の検討フローを図-1 に整理した。 
 
これらの個々の検討内容を以下に示す。 

（１）検討条件の整理 
検討条件の整理では、構内配置計画の前提条件となる建設予定施設及び地形・地盤

条件の整理を行う。 
 ・ 建設予定施設の整理では、まず最新の建設予定施設リストを基に敷地内に配置す

る施設の抽出を行う。 
 ・ 次に、各施設の要求機能の整理及び機能区分に基づく各施設のゾーニングを行う

とともに、各ゾーンの要求機能に基づく配置上の制約条件（各施設間及び敷地外と

の取合い）等を整理する。 
 ・ また、トカマク複合建家位置決定に大きく影響する支持岩盤高情報を整理する。 

（２）概略配置検討 
  概略配置検討では詳細配置検討を行う配置パターン数案の絞り込みを行うために、

各施設をゾーンとして取扱った配置パターンの立案及び得失の概略比較を行う。 
・ 配置パターンは、トカマク複合建家の向きを東西南北の４方向にした各ケースに

ついて立案する。 
 ・ 各ケースの配置パターンについて、地盤条件（支持岩盤高）、人・物の構内動線、

騒音・振動等の観点から定性的な概略比較を行い、詳細配置検討を行う配置パター

ンを数案選定する。 
（３）詳細配置検討 

詳細配置検討では、概略配置検討で選定した各配置パターンについて、個別施設の

配置計画の立案及び得失の詳細比較を行い最適配置計画案を選定する。 
・  個別施設の配置計画では、配置パターンごとに建家・設備及び構内道路の配置

図を作成する。敷地整地高については敷地造成に伴う概略土量の算出を行い土量

バランスのとれた敷地整地高の検討を行う。 
・ 各配置パターン毎に作成した構内配置図について、地盤条件（支持岩盤高）、人・

物の構内動線、騒音・振動、敷地造成土量等の観点から定量的な比較評価を行い、

最適配置計画案を選定する。 
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図-1 構内配置検討フロー 
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3. 検討条件の整理 

3.1 構内配置検討の対象施設 

(1) ITER サイト建設予定施設 

ITER 施設計画で建設予定の全ての建家・設備リストを ITER の設計報告書に加えて既存

の大規模プラントの事例を参考にして整理した。結果を表-1 に示す。 

同表の作成の考え方は以下のとおりである。 
・ 実験に必要な建家・設備については、ITER の最終設計報告書＊１（以下 FDR という）

を基に設定した。 

・ トカマク建家は免震構造になるため、トカマク建家、トリチウム建家、電気・計

測エリア及びホットセル建家を一体化した複合建家を想定した。 
・ 研究施設機能を確保するため、上記に示されていない管理・研究施設、各種ユー

ティリティ施設及び厚生施設を必要な施設として新たに設定した。 
・ 六ヶ所サイトに対応するため、電源補完設備を必要な施設として新たに設定した。 
・ 施設建設に対応するために、各種仮設設備（現場事務所、仮設ヤード等）を必要

な施設として新たに設定した。 
 
(2) 構内配置検討の対象施設 

 上記の施設には、専用道路や建設用の生コンプラントなどは構内に配置する必然性が

ない設備も含まれている。このため、構内配置検討の対象施設を整理し、以下に示す考

え方から表-1中の色塗りした施設とした。 
・ 自家発電機建家は自家発電に対する考え方が現状では未定（個別対応 or 一括対
応）であること及び規模が小さいことから、詳細計画時でも対応可能と判断し除

外する。 
・ 守衛所、消防詰所は規模が小さいため詳細計画時でも対応可能と判断し除外する。 
・ 宿泊施設、研修施設、屋内・屋外体育館、クラブハウス、職員診療所、職員住宅

及び国際学校等の敷地内になくてもよい施設は除外する。 
・ 敷地外に設置する放射性廃液放出管路は除外する。 
・ 緑地、ヘリポートについては、仮設ヤードの跡地利用等により詳細計画時に対応

可能であることから除外する。 
・ IFEO（ITER国際事業体、International Fusion Energy Organization） 及び

DA（極内機関、Domestic Agency）の建設管理事務所は敷地近隣に確保できる可
能性があり、必ずしも敷地内になくてはならない施設ではないことから除外する。 

・ 生コンプラント及び保税倉庫は敷地内になくてもよい施設であることから除外す

る。 
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3.2 施設配置条件の整理 
ここでは、ITER 施設の特徴から施設計画成立に必要な事項について検討し、施設配置

計画上考慮すべき条件を設定する。 
 

(1) 施設計画成立上考慮する事項 

ITER 施設は核融合実験施設であるため、 
① 核融合実験を行う施設 

② 放射性物質を取扱う施設 

であることが大きな特徴であり、表-1 に示した構内施設はその性格から図-2 に示すよう

な関係にあり、それぞれの役割を果たすことにより実験の継続的な遂行を可能にする。 

 

 

 

図-2 構内施設の基本構成 

 

 なお、図-2 に示した各施設の定義は以下のとおりとした。 

 ・核融合実験施設 

トカマク施設を中心とした実験施設で、トカマク建家、電気・計測建家、ホットセ

ル建家及びトリチウム建家が該当する。 

 ・安全性確保に必要な施設 

  ITER は実験を行うために必要な設備の要求を満足すれば、自動的に安全が確保され

ることが最大の特徴であることから、事故発生防止のために必要なものはない。従

って、安全性確保に必要な施設とは事故時のトリチウム除去及び平常時の放射性廃

棄物の処理・管理を行うもので、独立した建家・設備としては放射性廃棄物処理建

家、トリチウム水貯蔵タンク、再生水貯蔵タンク及び固体廃棄物一時保管建家が該

当する。 

 

 

核融合 
実験施設

安全性確保 
に必要な施設 

実験条件確保 
に必要な施設 

実験環境確保 
に必要な施設 
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 ・実験条件確保に必要な施設 

  実験を行うために直接的に必要な施設で、NBI 電源、超伝導磁石電源及び受変電設

備等の電力供給設備ならびに極低温設備及び冷却塔等の冷却設備が該当する。 

 ・実験環境確保に必要な施設 

  実験の継続的な実施を間接的に支援する施設で、職員等の執務環境を確保する事務

棟、研究棟及び厚生施設等や生活環境を確保する給排水設備が該当する． 

 

 また、ITER施設の特徴から、施設計画成立に必要な条件は以下のとおりと考えられる。 

・ 安全性の確保：施設の運転、維持管理及び廃棄が十分安全であること。 

・ 要求機能の確保：施設に要求されている機能を十分有していること。 

・ コスト・工程の合理性確保：建設、運転コストを十分低減でき、建設工程が 

十分適正であること。 

 

 上述の施設計画成立に必要な条件を基に、この要求を満足するために配置計画上考慮

する事項についてまとめた結果を表-2 に示す。 

 施設計画を成立させるためには、同表中に太字で示した 

・ 機能区分によるゾーニング 

・ 構内の人及び物の動線 

・ 建家の支持地盤 

・ 磁場影響回避のための居住域との離隔 

・ 初期組立及び研究計画 

・ 敷地整地高 

が配置計画上考慮する項目としてあげられることから、本検討ではこれらについて以下

のように取扱うこととした。 

 機能区分によるゾーニング、磁場影響回避のための居住域との離隔及び初期組立・研

究計画は配置計画を行う際の基本条件となることから前提条件として設定し、構内の人

及び物の動線、建家の支持地盤及び敷地整地高は配置計画に対する評価項目として取扱

う。 
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表-2 配置計画上考慮する事項 
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(2) 施設のゾーニング 

  配置検討のための複数案の策定に当り、配置する施設をその機能に応じてゾーンに分類

し、そのゾーン間の関係を考慮して配置案を検討することとした。これは、ゾーン間の関

係が密接なものとそうでないものが存在するため、配置の自由度がその距離などにより制

約される場合があり、それらの検討を容易にするためである。 
  表-1 の各施設を図-2 に示した基本的な役割及び設備機能で分類して作成したゾーン区

分名及び内容を以下に示す。 
また各ゾーンに分類した施設・規模を表-3 に、各ゾーンの配置上の要求又は要望事項

を表-4 に示す。 
 
分類したゾーンの種類とその範囲及び配置上の要求・要望事項を以下に示す。 
a. ゾーンの種類 
  ①トカマクゾーン 
  ②超伝導磁石ゾーン 
  ③ＮＢＩ電源ゾーン 
  ④受変電設備ゾーン 
  ⑤ＲＦ設備ゾーン 
  ⑥極低温設備ゾーン 
  ⑦冷却塔ゾーン 
  ⑧放射性廃棄物取扱いゾーン 
  ⑨大物機器取扱いゾーン 
  ⑩冷却水設備ゾーン 
  ⑪-1 サービスＡゾーン（供給系） 
  ⑪-2 サービスＢゾーン（処理系） 
  ⑫従事者常駐ゾーン 
  ⑬仮設施設ゾーン 
  ⑭構内道路 
  ⑮緑地 
 
b. ゾーンの範囲及び配置上の要求・要望事項 

①トカマクゾーン 
   ゾーン内の施設は、FDR に示されたトカマク建家、トリチウム建家、電気・計測建

家、ホットセル建家及び出入管理建家とする。 
   トカマク装置の構造と強地震対応のため念１回程度実施される保守時の放射性物質

の移動が免震渡り部を通過しない様にするため、トカマク装置は免震建家内に配置する

ものとし、免震建家の範囲及び複合建家内の配置は、トカマク本体棟、トリチウム棟、
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電気・計測棟及びホットセル棟を一体化した複合建家とした配置案（以下Ｓ0 型という）

とする。 
また、免震構造の採用により、トカマク複合建家の外周には免震建家用擁壁を設置

する。 
ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
・出入管理建家は放射線管理を行うため、トカマク複合建家内管理区域への出入口

に隣接した位置へ配置する。 
・トカマク複合建家支持構造物は岩着するため、健全な岩盤高が高い位置への配置

が有利である。 
・トカマク装置の磁場による影響を回避するため、トカマク装置は敷地境界及び敷

地内居住域との離隔距離の確保が必要である。 
 

②超伝導磁石電源ゾーン 
ゾーン内の施設は、FDR に示されたスイッチング建家及び第１・第２コイル建家と

する。 
ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
・ゾーン内建家は FDR からの変更がないので、相対配置は FDR と同じとする。 
・超伝導磁石常伝導母線の仕様から、直流母線（スイッチング建家）とトカマク装

置とは直線で接続することが要求されるため、スイッチング建家をトカマク複合建

家内電気・計測エリアの対面に配置する必要がある。 
 

③ＮＢＩ電源ゾーン 
ゾーン内の施設は、FDR に示された NBI 電源建家及び NBI 電源設備エリアの他に、

将来建設する可能性がある NBI 試験研究棟を考慮する。 
ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
・電源建家及び電源設備エリアは FDR からの変更がないので、相対配置は FDR と

同じとし、将来建設予定の試験研究棟用地をゾーン内に確保する。 
・トカマク複合建家内の NBI 加熱装置位置が FDR と同じであること及び建家に変

更がないことから、NBI 電源ゾーンとトカマク複合建家との相対位置は FDR と

同じとする。 
 

④受変電設備ゾーン 
受変電設備の考え方は、受変電設備、非常用電源、工事用仮設電源、ロードセンター

等に関して、FDR に対する基本的な見直しが行われている。 
その結果、パルス電源及び定常電源ともに共通の中央変電所から分岐して配電するこ

ととし、非常用電源はトカマク複合建家内に配置することで FDR に示された非常用電
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源建家は廃止することとした。 
交流電源設備は建設初期からの小電力受電及び末端所要電力への配電の考え方から

再編成し、仮設受電設備を追加するとともにロードセンターの見直しを行った。 
以上のことから、受変電設備ゾーン内の施設は、中央変電所、電源制御建家、電源補

完設備、仮設受電設備及びロードセンターとするが、仮設電源設備及びロードセンター

は各々サービスＡゾーンまたは電力需要機器設備周辺に配置する。 
ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
・建家及び設備のゾーン内配置は、上記に示すとおりとし、FDR から変更する。 
・大電力の供給は、敷地南南西遠方の上北変電所から新規送電線を敷設する計画であ

ることから、受変電ゾーン位置は敷地南又は西側とする。 
・仮設受変電設備への電力は、敷地北西の尾馼変電所から既設送電線を利用して供給

する計画であることから、敷地北西側への配置が有利である。 
 

⑤RF 設備ゾーン 
  ゾーン内の施設は、FDR に示された RF 電源及び RF 設備とする。 
  RF 設備は、磁場の影響を考慮してトカマク装置中心から 70m 以上離し、かつ 
 導波管ルートは損失が最小になるように配置することが必要であることから、FDR と

同じくトカマク複合建家に隣接する組立建家内に配置する。 
 

⑥極低温設備ゾーン 
  ゾーン内の施設は、FDR に示されたコールドボックス建家、コンプレッサー建家及

び冷媒貯蔵タンクとする。 
ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
・建家及び設備は FDR からの変更がないので、ゾーン内の相対配置は FDR と同じ

とする。 
・トカマク複合建家へ配管ダクトにより冷媒を供給するため、ゾーンは建家に近い位

置が有利である。 
・圧縮機の稼働によりかなりの騒音及び振動が予想されることから、敷地境界及び敷

地内居住域から離れた位置への配置が有利である。 
 

⑦冷却塔ゾーン 
ゾーン内の施設は、冷却塔、温水池及び冷却水ポンプ建家とする。 
ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
・冷却設備の稼働による騒音、振動及び白煙が予想されることから、敷地境界及び

敷地内居住区から離れた位置への配置が有利である。 
・冷却水は主にトカマク装置の冷却に使用されるため、供給位置である複合建家の
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右側（組立複合建家からトカマク複合建家を見る方向を基準とする）に近い位置

への配置が有利である。 
・冷却水は鷹架沼淡水部から取水しポンプ圧送する計画であるが、「鷹架沼取水計画」

によると構内の配管径はφ550mm 程度なので、敷地のどこにおいてもコスト上の

影響は少ない。 
 

⑧放射性廃棄物取扱いゾーン 
  放射性廃棄物処理設備の考え方は、管理区域の雰囲気管理を含む放射性気体廃棄物処

理、トリチウム水の扱い及び水リサイクルを含む放射性液体廃棄物処理、ホットセル設

備との関係や一時保管を含む放射性固体廃棄物処理に関して、FDR に対する基本的な

見直しを実施し、再生処理水貯蔵タンク及び放射性固体廃棄物一時保管設備を追加する

こととし、ゾーン内の施設は放射性廃棄物処理建家、再生水貯蔵タンク、トリチウム水

貯蔵タンク及び固体廃棄物一時保管建家とする。 
  ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
  ・放射性廃棄物処理建家は、トカマク複合建家の大物搬出入口付近に配置する。 
  ・再生水貯蔵タンク及びトリチウム水貯蔵タンクは、トカマク複合建家内に配置する

必然性が低いことから、免震建家内の区間の有効利用のため建家外に設置すること

とし、廃棄物処理建家の近傍に配置する。 
  ・固体廃棄物一時保管建家は、放射性廃棄物処理建家と近接させる必要性が低いこと

から、同ゾーン内ではなく居住区から離れた位置に配置する。 
 
⑨大物機器取扱いゾーン 

  ゾーン内の施設は、FDR に示された組立複合建家（後に RF 建家として使用）、除塵

室及び超重量物仮置場とする。 
  ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
  ・組立建家及び除塵室は FDR と同じくトカマク複合建家の下側（組立複合建家から

トカマク複合建家を見る方向を基準とする）に配置する。 
  ・超重量物仮置場には、港湾から専用道路を用いて運搬したクライオスタット、コイ

ル等の超重量物を組立までの間仮置きするため、除塵室及び組立複合建家の近傍で

敷地外専用道路との取合いに近い位置が有利である。 
 

⑩冷却水設備ゾーン 
  ゾーン内の施設は鷹架沼からの淡水取水施設及び淡水浄化施設とする。 
  ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
  ・冷却水は鷹架沼淡水部から取水するため、取水施設（取水口、ポンプ室）は敷地外

の鷹架沼沼岸に設置するものとし、取水施設用地面積が確保可能で敷地に近い位置
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とする。 
  ・淡水浄化施設（原水ポンド、浄化槽、送水ポンプ室）は、取水施設が敷地の西側に

なることから敷地西側への配置が有利である。また、ゾーン内の配置は「鷹架沼取

水計画」に基づくものとする。 
 
⑪サービスゾーン 

ゾーン内の施設は FDR に示されたサービス建家、ガス貯蔵エリアの他に、研究環境

を確保する上で必要な上水・工業用水給水施設、生活水・工業用水排水処理施設、仮設

受電設備とする。また、サービスゾーンは供給系及び処理系に大別できることから、サ

ービスＡ及びサービスＢゾーンとして取扱うこととする。 
  ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
  ・上水及び工業用水は敷地西側から供給を受ける計画であるため、サービスＡゾーン

（供給系）の位置は敷地西側が有利である。 
・施設内からの排水は鷹架沼汽水部へ放水する計画であるため、サービスＢゾーン（処

理系）は敷地東側位置への配置が有利である。 
 

⑫従事者常駐ゾーン 
  ゾーン内の施設は、FDR に示された管理・研究棟、駐車場、制御棟の他に、研究施

設として必要と想定される計算機センター、図書館、厚生施設、工作室、倉庫及び研究

棟増設スペースを含むものとする。 
  ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 
  ・従事者及び来訪者の敷地内への入退出は、既存の東西幹線道路を利用して敷地北西

側から進入することになるため、管理・研究棟等は敷地北西側への配置が有利であ

る。 
  ・従事者常駐ゾーンはトカマク装置の磁場の人への影響が無視できる位置（磁力

0.5Gauss：トカマク装置中心から 220m）への配置が必要である。 
  ・制御棟はプラントの運転監視・制御及び放射線安全のための監視・制御が要求機能

であることから研究棟近傍への配置が望ましい。また、磁場の機器への影響を避け

るため、トカマク装置中心から 100m 以上離れた位置に配置する。 
   
⑬仮設施設ゾーン 

ゾーン内の施設は表-1 に示した業者ヤード・現場工場及び土捨て場（表土仮置含む）

とする。 
  ゾーン内及びゾーンとしての配置上の要求・要望事項は以下のとおりである。 

・仮設施設であるので、上記の主要施設配置後に利用可能な位置に配置する。 
・敷地内の施工場所へのアクセス及び敷地外からの資材搬入のアクセスを考慮し、主
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要施設敷地の外周に配置する。 
 
⑭構内道路   

  構内の各ゾーンの外周には人及び資材のアクセスのために構内道路を配置する。 
  構内道路の配置及び仕様は以下のとおりとする。 
  ･構内道路は、各ゾーンへのアクセス経路として常に２経路確保できるよう配置する。 
  ･構内道路の仕様は、走行対象車両に合わせて以下の３種類とする。 

 
   i)超重量物輸送用道路 
   むつ小川原港から輸送される超重量物（トカマク施設用資材）の輸送専用道路で、

敷地境界での専用道路取合い部から大物機器取扱いゾーン（超重量物仮置場、組立複

合建家）までの間に配置する。 
   道路仕様は敷地外の専用道路と同じとし以下のとおりとする。 
   全幅員 ：30m 
   車線幅員：15m 
   路肩  ：15m（7.5m×2） 
   ii)重量物輸送用道路 
   むつ小川原港から輸送されるトランス等の重量物を輸送する道路で、敷地境界での

専用道路取合い部から受変電設備ゾーン（中央変電所、電源補完設備）までの間に配

置する。 
   道路仕様は現在の設備計画から以下のとおりとする。 
   全幅員 ：11m 
   車線幅員：8.5m 
   路肩  ：2.5m（1.25m×2）    
   iii)一般部道路 
   運転及び保守点検時に一般車両が走行する道路で、上記以外の箇所に配置する。 
   道路仕様は既存の原子力発電所構内道路と同じとし、以下のとおりとする。 
   なお、この仕様は一般国道と同等である。 
   全幅員 ：8m 
   車線幅員：6.5m（3.25m×2 車線） 
   路肩  ：1.5m（0.75m×2） 
 
⑮緑地   

  各ゾーン内に配置した建家及び設備と構内道路との間には、工場立地法で義務付けら

れている緑地面積（全敷地面積の 25%以上）の確保ならびにケーブルダクト・配管等

の敷設及び道路の堆雪帯の確保を目的に、幅 10m の緑地を緩衝帯として配置する。 
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3.3 地盤条件 
構内配置比較で重要な評価項目であるトカマク複合建家位置の岩盤高については、別途検討

された予定地の既存地盤情報の収集整理結果*2を用いることとする。 
既存地盤情報の収集整理で得られたトカマク複合建家予定位置近傍の既存ボーリング柱状図

及び周辺のボーリング結果も含めて推定した支持岩盤高の上限面図を図-3～5に示す。 
図-3～5によるとトカマク複合建家予定位置周辺の地盤状況は以下のとおりである。 
 
① 予定位置の地質層序は、表層から火山灰層、高位段丘堆積層、砂子又層、鷹架層中部層で

構成されており、建家支持岩盤は第３紀鷹架層中部層になる。 
② 砂子又層及び鷹架層中部層の上限面は東側へ向かって（No.1611→No.1612）下がってお
り、特に鷹架層中部層の上限面は No.1611 で標高 TP（海抜）+47m であるのに対し、

No.1612では標高 TP+22.6mまで下がっている。 
③ No.1611の鷹架層中部層の上限面高は高いが、上部約 6mは風化により軟質化し N値は
約１程度であり、鷹架層中部層で建家の支持層として期待できる N値 50以上の岩盤高は
標高約 TP+25mである。ここで N値とは、地盤の固さを表す指標であり、原子力施設等
の支持層としては N値 50以上と規定されている。 

④ No.1612 の鷹架層中部層の上限面高は低いが上部の風化はほとんどないため、鷹架層中
部層で建家の支持層として期待できるＮ値 50以上の岩盤高は標高約 TP+18.5mである。 

⑤ 鷹架層中部層で建家の支持層として期待できるＮ値 50以上の岩盤高は、敷地北側から東
及び南側に向かって低くなっており、敷地内で最も高い北側で標高約 TP+30m程度であ
る。 
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図-3(1) トカマク複合建家位置近傍のボーリング柱状図（No.1611） 
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図-3(2) トカマク複合建家位置近傍のボーリング柱状図（No.1611） 
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図-4(1) トカマク複合建家位置近傍のボーリング柱状図（No.1612） 
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図-4(2) トカマク複合建家位置近傍のボーリング柱状図（No.1612） 
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  図-5 トカマク複合建家予定位置周辺の推定岩盤高（N 値 50 以上）
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4. 構内配置の概略検討 

4.1 構内配置パターンの立案 
 前章の検討結果を基に、想定される条件について配置パターンを抜けが無いように精査し、採

取的に６種類の配置案を作成した。 
(1) 検討手順及び条件 

  構内配置パターン立案の検討手順及び条件は以下のとおりとする。 
① トカマク複合建家の向き（組立複合建家からトカマク複合建家を見た方向）を東西南北

の４方向とした各ケース（各々方向によってＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ案とする。）について配置パ

ターンを複数案立案し、各建家向きごとに詳細検討を行う代表案を選定する。 
② 配置パターン案は前出３項で設定したゾーン単位で検討する。 
③ トカマク複合建家との取合い要求が明確であることから、トカマク複合建家と超伝導磁

石電源、NBI 電源、極低温設備、放射性廃棄物取扱い及び大物機器取扱いゾーンとの相
対位置は固定する（図中、実線で示したゾーン）。 

④ 従事者常駐ゾーンは、敷地北西側への配置を基本とする。 
⑤ 敷地外の超重量物輸送専用道路と敷地との取合いは敷地南東コーナーとする。 
 

(2) 構内配置パターンの立案 

構内配置パターンを図-6(1)～(7)に、また、各配置パターン立案の考え方を以下に示す。 
 

a. 配置パターンＡ案 
1) 配置パターンＡ－１案 

・トカマク複合建家及び組立複合建家を北向きに配置する場合で、NBI 電源、超伝導磁石
電源及び極低温設備ゾーンはトカマク複合建家の西側、大物機器取扱いゾーンは複合建

家の南側、放射性廃棄物取扱いゾーンは複合建家の北側に配置する。 
   ・敷地外との取合いがあるゾーンは取合い位置に近い場所に配置するものとし、受変電ゾー

ンは敷地南側、サービスＡゾーン（供給系）及び冷却水設備ゾーンは敷地西側、サービス

Ｂゾーン（処理系）は敷地東側に配置する。 
・冷却塔ゾーンはトカマク複合建家との接続位置に近く、敷地外への排水に有利な敷地東側

に配置する。 
本パターンの場合、冷却水設備ゾーンと冷却塔ゾーンが敷地の東西両側に離れているた

め、冷却塔補給水配管延長が長くなるとともに、大物機器取扱いゾーンを横断するため、

横断箇所には配管防護工（ダクト）が必要である。 
 
2) 配置パターンＡ－２案 

・冷却塔補給水配管延長の短縮及び配管の大物機器取扱いゾーン横断を避けるため、受変電

設備ゾーンを敷地西側に配置し、冷却水設備ゾーンと冷却塔ゾーンを敷地南側に近接させ

て配置する。 
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・その他のゾーン配置は、Ａ－１案と同じである。 
本パターンの場合、敷地西側に受変電設備ゾーンを配置するため、トカマク複合建家位

置はＡ－１案より東側になる。 
また、冷却水設備ゾーンと冷却塔ゾーンが近接するため、冷却塔補給水配管延長は短く

なるが冷却系二次配管ダクトが大物機器取扱いゾーンを横断するため、横断部の防護が必

要である。 
 
b. 配置パターンＢ案 
1) 配置パターンＢ－１案 

・トカマク複合建家及び組立複合建家を西向きに配置する場合で、NBI 電源、超伝導磁石

電源及び極低温設備ゾーンはトカマク複合建家の南側、大物機器取扱いゾーンは複合建

家の東側、放射性廃棄物取扱いゾーンは複合建家の西側に配置する。 
   ・敷地外との取合いがあるゾーンは取合い位置に近い場所に配置するものとし、受変電ゾー

ンは敷地南側、サービスＡゾーン（供給系）及び冷却水設備ゾーンは敷地西側、サービス

Ｂゾーン（処理系）は敷地東側に配置する。 
・冷却塔ゾーンは、敷地北側境界での騒音影響を避けるため、トカマク複合建家との接続位

置に近い北側ではなく、敷地外への排水に有利な敷地東側に配置する。 
本パターンの場合、冷却水設備ゾーンと冷却塔ゾーンが敷地の東西両側に離れているた

め、冷却塔補給水配管延長が長くなるとともに、大物機器取扱いゾーンを横断するため、

横断箇所には配管防護工（ダクト）が必要である。 
 
2) 配置パターンＢ－２案 

・冷却塔補給水配管延長の短縮及び配管の大物機器取扱いゾーン横断を避けるため、受変電

設備ゾーンを敷地西側に配置し、冷却水設備ゾーンと冷却塔ゾーンを敷地南側に近接させ

て配置する。 
その他のゾーン配置は、Ｂ－１案と同じである。 

本パターンの場合、敷地西側に受変電設備ゾーンを配置するため、トカマク複合建家位

置はＢ－１案より東側になる。 
また、冷却水設備ゾーンと冷却塔ゾーンが近接するため、冷却塔補給水配管延長は短く

なるが、冷却系二次配管ダクト延長は長くなる。 
 

c. 配置パターンＣ案 
1) 配置パターンＣ－１案 

・トカマク複合建家及び組立複合建家を南向きに配置する場合で、NBI 電源、超伝導磁石

電源及び極低温設備ゾーンはトカマク複合建家の東側、大物機器取扱いゾーンは複合建

家の北側、放射性廃棄物取扱いゾーンは複合建家の南側に配置する。 
   ・敷地外との取合いがあるゾーンは取合い位置に近い場所に配置するものとし、受変電ゾー

ンは敷地南側、サービスＡゾーン（供給系）及び冷却水設備ゾーンは敷地西側、サービス
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Ｂゾーン（処理系）は敷地東側に配置する。 
・冷却塔ゾーンは、トカマク複合建家との接続位置に近い敷地西側に配置する。 

本パターンの場合、騒音源である冷却塔ゾーンが従事者常駐ゾーンと近接するため、騒

音対策が必要である。 
 

2) 配置パターンＣ－２案 

・従事者常駐ゾーンへの冷却塔ゾーンからの騒音の影響を避けるため、冷却塔ゾーンを敷地

東側に配置する。 
・その他のゾーン配置は、Ｃ－１案と同じである。 

本パターンの場合、冷却塔ゾーンと冷却水設備ゾーン及びトカマク複合建家の冷却系二

次配管取合い位置が遠くなるため、冷却塔補給水配管及び冷却系二次配管ダクト延長が長

くなるとともに、超重量物輸送道路と交差するため横断部に防護工が必要になる。 
 

d. 配置パターンＤ案 
1) 配置パターンＤ－１案 

・トカマク複合建家及び組立複合建家を東向きに配置する場合で、NBI 電源、超伝導磁石

電源及び極低温設備ゾーンはトカマク複合建家の北側、大物機器取扱いゾーンは複合建

家の西側、放射性廃棄物取扱いゾーンは複合建家の東側に配置する。 
   ・敷地外との取合いがあるゾーンは取合い位置に近い場所に配置するものとし、受変電ゾー

ンは敷地南側、サービスＡゾーン（供給系）及び冷却水設備ゾーンは敷地南西側、サービ

スＢゾーン（処理系）は敷地東側に配置する。 
・冷却塔ゾーンは、トカマク複合建家との接続位置に近い敷地西側に配置する。 

本パターンの場合、冷却塔及び極低温設備ゾーンと従事者常駐ゾーンが近接するため、

騒音対策が必要になる。 
 

2) 配置パターンＤ－２案 

・従事者常駐ゾーンへの冷却塔ゾーンからの騒音の影響を避けるため、冷却塔ゾーンを敷地

東側に配置する。 
・その他のゾーン配置は、Ｄ－１案と同じである。 

本パターンの場合、冷却塔ゾーンと冷却水設備ゾーンが遠くなるため、冷却塔補給水配

管延長が長くなるとともに、大物機器取扱いゾーンと交差するため横断部に防護工が必要

になる。
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4.2 配置パターンの比較 
 
(1) トカマク複合建家向きごとの配置パターン比較 

 ここでは、前項で立案した各配置パターンを対象に、トカマク複合建家の向きごとに概略比

較を行い、各向きごとに代表案を選定する。 
 比較の評価項目は以下のとおりとする。 
 ・トカマク複合建家位置の岩盤高 
 ・各ゾーン間の人及び物のアクセス 
 ・居住域への騒音・振動の影響 
 ・主要配管・ダクト長 
 ・主要配管・ダクトと大物機器取扱いゾーン（超重量物輸送道路含む）との交差 

 
トカマク複合建家向きごとの配置パターンの比較を表-5 に示す。 
 

a. 配置パターンＡ：トカマク複合建家北向き 
表-5 より配置パターン A-1 と A-2 の比較結果は以下のとおりである。 
①トカマク複合建家位置については、A-1 の方が岩盤高が高く有利である。 
②各ゾーン間の人及び物のアクセスについては両者に有意な差はない。 
③従事者常駐ゾーンへの騒音・振動の影響については A-2 の方が有利である。 
④ダクト規模が大きい冷却系二次配管ダクト延長が短い A-1 の方がコスト面で有利である。 
⑤ダクト規模が大きい冷却系二次配管ダクトと超重量物輸送道路との交差延長が短い A-1

の方がコスト面で有利である。 
   

以上のことから、トカマク複合建家を北向きにする場合の配置については、配置パターン

A-1 の方が岩盤高が高く、ダクト延長も短く、騒音対策を考慮しても総合的なコスト面で有利

であることから代表案とする。 
 

b. 配置パターンＢ：トカマク複合建家西向き 
表-5 より配置パターン B-1 と B-2 の比較結果は以下のとおりである。 
①トカマク複合建家位置については、B-1 の方が岩盤高が高く有利である。 
②各ゾーン間の人及び物のアクセスについては両者に有意な差はない。 
③従事者常駐ゾーンへの騒音・振動の影響については両者に差はない。 
④ダクト規模が大きい冷却系二次配管ダクト延長が短い B-1 の方がコスト面で有利である。 
⑤主要配管・ダクトと超重量物輸送道路との交差の程度については両者ともほぼ同じである。 

   
以上のことから、トカマク複合建家を北向きにする場合の配置については、岩盤高が高く、

ダクト延長も短く、コスト面で有利な配置パターン B-1 を代表案とする。 
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c. 配置パターンＣ：トカマク複合建家南向き 
表-5 より配置パターン C-1 と C-2 の比較結果は以下のとおりである。 
①トカマク複合建家位置については、両者に有意な差はない。 
②各ゾーン間の人及び物のアクセスについては両者に差はない。 
③従事者常駐ゾーンへの騒音・振動の影響については、冷却塔ゾーンが従事者常駐ゾーンと

離れている C-2 の方が有利である。 
④ダクト規模が大きい冷却系二次配管ダクト延長が短い C-1 の方がコスト面で有利である。 
⑤主要配管・ダクトと超重量物輸送道路との交差については、交差延長が短い C-1 の方がコ

スト面で有利である。 
   

以上のことから、トカマク複合建家を南向きにする場合の配置については、配置パターン

C-1 の方がダクト延長も短く、騒音対策を考慮しても総合的なコスト面で有利であることから

代表案とする。 
 

d. 配置パターンＤ：トカマク複合建家東向き 
表-5 より配置パターン D-1 と D-2 の比較結果は以下のとおりである。 
①トカマク複合建家位置については両者に差はない。 
②各ゾーン間の人及び物のアクセスについては両者に差はない。 
③従事者常駐ゾーンへの騒音・振動の影響については、冷却塔ゾーンが従事者常駐ゾーンと

離れている D-2 の方が有利である。 
④冷却塔補給水配管延長が短い D-1 の方がコスト面で有利である。 
⑤主要配管・ダクトと超重量物輸送道路との交差については、交差延長が短い D-1 の方が

コスト面で有利である。 
   

以上のことから、トカマク複合建家を東向きにする場合の配置については、配置パターン

D-1 の方が冷却水配管延長及び超重量物輸送道路との交差延長が短く、騒音対策を考慮しても

総合的なコスト面で有利であることから代表案とする。 
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(2) 詳細配置検討を行う配置パターンの検討 

 ここでは、前項で選定したトカマク複合建家向きごとの配置パターンについて概略比

較を行い、詳細配置検討を行う配置パターンの選定を行う。 
 トカマク複合建家の向き毎の代表配置パターンの比較を表-6 に、また各配置パターン

の評価項目ごとの順位を表-7 に示す。表中の数字は、番号が若い方が有利であることを

示している。 
 表-7 より、各配置パターンの比較結果は以下のとおりである。 
 

① 配置パターンＤは、他案に比べコスト面、施設機能面で上位になる項目がほとん

どなく、全ての面で他案に劣っている。 
② 配置パターンＡ，Ｂ、Ｃは、コスト面、施設機能面でそれぞれ優位な点を有して

おり、配置パターン図での比較だけでは定量的な評価ができず優劣が付け難い。 
 
 以上のことから、配置パターンＡ，Ｂ，Ｃ案を詳細配置検討を行う配置パターンとし

て選定する。 
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表-7 各配置パターンの順位比較 

配置パターン 
評価項目 

Ａ－１ Ｂ－１ Ｃ－１ Ｄ－１ 
① 建家位置岩盤高 3 1 2 4 
② 人・物のアクセス     
・制御棟位置 4 2 1 3 
・超重量物輸送道路延長 1 2 4 3 
・廃棄物処理建家位置     
③ 騒音・振動     
・極低温設備 2 1 3 4 
・冷却塔 3 1 3 3 
④ 主要配管・ダクト延長     
・冷却系二次配管ダクト 1 2 3 4 
・ケーブルダクト 1 1 1 4 
⑤ 配管・ダクトと道路交差     
・冷却塔補給水配管 3 3 1 1 
・冷却系二次配管ダクト 1 3 1 3 
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5. 構内配置の詳細検討 

5.1 検討手順 
 前項で選定した３案について、詳細検討を実施し配置案を選定する。 
詳細検討では、各建家及び施設の具体的な配置を行うとともに、敷地の整地高についても土

量バランスに基づく検討を行い、各配置パターンの総合評価を行った。 
検討フローを図-7に、その各ステップ毎の検討概要を以下に示す。 

 

 
図-7 検討フロー 

 
①基本配置検討 
表-3に示した各ゾーンごとの施設の分類・規模及び概略検討で選定した配置パターン

を基に、配置パターンＡ、Ｂ、Cについて各ゾーン内の施設配置、敷地エリア及び構内
道路等の具体的な配置を行い、敷地整地高の検討に用いる基本配置図を作成する。 

 
②敷地整地高の検討 
整地高は、造成の際の移動土量及び造成コストに密接に関連し、削除した土量と整地

のために埋め立てた土量がほぼ等しくなるように土量のバランスを取ることができる

配置がコストや工程の観点から有利となる。このため、①で作成した基本配置図を用い

て、配置パターンＡ、Ｂ、Ｃごとの各ゾーンの敷地整地高について敷地造成土量の試算

を行い、土量バランスを満足する敷地整地高を設定する。 
 
③各配置の比較、評価 
①で作成した基本配置図及び②で決定した敷地整地高を基に、配置計画Ａ、Ｂ、Ｃご

とに敷地整地高及び法面等を反映した配置図を作成し、各ケースの得失について整理、

評価を行い、最適配置案を選定する。 
  得失の評価項目は概略検討と同様に以下のとおりとし、配置図に基づく定量的な評価

①基本配置検討 

②敷地整地高の検討 

③各配置の比較、評価
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を行う。 
  ・トカマク複合建家位置の岩盤高 
  ・各ゾーン間の人及び物のアクセス 
  ・居住域への騒音・振動の影響 
  ・主要配管、ダクト延長 
  ・主要配管、ダクトと大物機器取扱いゾーン（超重量物輸送道路含む）との交差 
  ・敷地造成土量、整地高及びトカマク複合建家埋込み深さ 

 
 次項から各検討ステップの検討内容を示す。 
 
5.2 基本配置検討 
 
(1) 検討条件 

  基本配置検討では、前項で検討した構内施設の平面配置概念である配置パターンを具体

化した基本配置図を作成する。 
  基本配置図は後述の敷地整地高の検討に用いるため作成するもので、敷地整地高の検討

結果を反映させることにより最終的には詳細配置図になる。 
  従って、基本配置図は各ゾーンの必要形状及び整地範囲を明確にするため、平面形状に

主眼をおいて作成する。 
  基本配置の検討条件を以下に示す。 
① 基本配置図は前項で選定した配置パターンを基に作成する。 
② 敷地境界（敷地造成で整地する境界）の考え方は以下に示すとおりとし、西及び北側

から設定した。敷地境界位置を図-8に示す。 
・西側境界は、トカマク複合建家を極力岩盤高が高い位置に配置するため、建設予定

地の西側に極力寄せることとする。予定地西側の沢による地形変化を考慮し、東西

幹線道路に取り付く進入路から約 100m東側の位置とした。 
・北側境界は、工場立地法に基づく敷地周辺部の緑地の確保及び建設時の仮設ヤード

確保のため、既存の東西幹線道路と約 100mの離隔を確保した位置とした。
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(2) 基本配置検討 

  配置パターンＡ、Ｂ、Ｃの基本配置図を図-9～11 に示す。 
  基本配置図の作成にあたって、ゾーンの要求事項及び各配置パターンの要件をあらためて整

理した。その詳細を以下に示す。 
 

a.配置パターンＡ 
①従事者常駐ゾーン 
・ゾーンの位置は敷地の北西コーナーとし、ゾーン内には事務管理棟、実験研究棟（将来増

設及び増設エリア含む）、計算機センター、図書館、工作室及び食堂を配置した。 
・ゾーンの範囲は、北及び西側は敷地境界とし、南側は構内アクセスを考慮してトカマク複

合建家位置（トカマク中心位置を敷地境界から 220m 離した位置）から決まる超伝導磁石

電源ゾーンへの構内道路が直線になる位置とし、東側は実験研究棟及び食堂から 20m 離

した位置とした。 
・事務管理棟は外来者の来訪を考慮して敷地への進入路取付位置（北西コーナー）に配置し、

北側にはエントランススペース（車寄せ、駐車場等）を確保した。 
・実験研究棟は外来者の来訪及び従事者の制御棟への連絡の利便性を考慮し、制御棟に近い

位置である事務管理棟の東側に配置した。 
・食堂・売店、計算機センター及び図書館は従事者のアクセスが容易な位置である事務管理

棟及び実験研究棟の南側に隣接して配置した。 
・工作室は資機材の搬出入及び騒音・振動の居住域への影響低減を考慮して、構内道路に接

して事務管理棟及び実験研究棟から離れた位置であるゾーンの南西コーナーに配置した。 
・実験研究棟（将来増設）及び研究施設増設エリアは当面空きスペースになるため、構内道

路から離れた位置であるゾーンの南東コーナーに配置した。 
・各建家間及び構内道路との間には、寄付き道路及び配管・ケーブル敷設等のため緩衝帯と

して約 10～15m の離隔を確保した。 
・駐車場は従事者常駐ゾーンの西側に対面した台地部を利用した。 
・気象観測塔は周囲の建家の影響を受けず、かつ設置高の高い位置である駐車場エリアの南

西コーナーに配置した。 
・ゾーンの外周には、幅員 8m の構内道路を配置した。 
 

②サービスＡゾーン（供給系）及び冷却水設備ゾーン 
・両ゾーンはひとまとめのエリアとして確保することとし、エリア位置は従事者常駐ゾー

ンの南側とした。 
・エリア内には仮設給水設備、仮設電源設備、給水設備、中央エネルギーセンター、ガス

貯蔵エリア、倉庫及び鷹架沼から取水した淡水の浄化設備・冷却塔を配置した。 
・ゾーンの範囲は、北側は構内道路位置、西側は敷地境界とし、東側は極低温設備ゾーン

との間の構内道路位置とした。南側は上記のように３方の位置を決めた状態で各設備の

配置要件を満足しバランスよく配置できる位置とした。 
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・仮設給水及び電源設備は、敷地外との取合いならびに着工時からの使用を考慮し、エリ

アの北西コーナーの構内道路に接した位置に配置した。 
・給水設備は仮設給水設備と同様に敷地外との取合いに有利なエリアの北側である仮設電

源設備の東側に配置した。 
・中央エネルギーセンター、ガス貯蔵エリア及び倉庫は資材の搬出入及び騒音・振動の居

住域への影響低減を考慮して、構内道路に接して居住域から離れた位置であるエリアの

南側に配置した。 
・一般施設へ冷却水を補給する冷却塔は、居住域への騒音・振動の影響を低減するため、

エリアの最も南側に配置した。 
・鷹架沼から取水する淡水の浄化施設は、他設備の配置要件、浄化施設の平面形状及びエ

リアの東西方向幅の制約からエリアの東側に配置した。 
・各設備間及び外周道路との間には、寄付き道路及び配管・ケーブル敷設等のため、約 10
～15m の離隔を確保した。 

・ゾーンの外周には、幅員 8m の構内道路を配置した。 
 

③NBI 電源ゾーン、超伝導磁石電源ゾーン及び極低温設備ゾーン 
・各ゾーンの東西方向位置は、従事者常駐ゾーン及びサービスＡゾーン・冷却水設備ゾー

ンの東側とし、北側から NBI 電源、超伝導磁石電源、極低温設備ゾーンの順で配置した。

また、各ゾーンの南北方向の絶対位置はトカマク複合建家位置（トカマク施設の磁場影

響範囲を敷地内に収めるため、北側境界から 220m 南の位置をトカマク施設中心位置と

して建家位置を決めた。）に合わせた。 
・NBI 電源ゾーン内には、NB 電源建家、NB 電源エリア及び NBI 試験研究棟用地を配置

した。 
・超伝導磁石電源ゾーン内には、スイッチング建家及び第１・第２コイル建家を配置した。 
・極低温設備ゾーン内には、コールドボックス建家、コンプレッサー建家、冷媒貯蔵タン

ク及び中間変電所を配置した。 
・各ゾーン内の建家、設備の配置は FDR と同じとし、ゾーン外周には建家・設備と構内道

路との間に緩衝帯として約 10m の緑地を確保した。 
・ゾーンの外周には、幅員 8m の構内道路を配置した。 

 
④トカマクゾーン及び放射性廃棄物取扱いゾーン 

・両ゾーンはひとまとめのエリアとして確保することとし、エリアの位置は、NBI 電源、

超伝導磁石電源及び極低温設備ゾーンの東側とした。 
・エリア内にはトカマク複合建家、出入管理建家、放射性廃棄物処理建家及び廃液等の貯

蔵タンクを配置した。 
・エリア内の配置は、まずトカマク複合建家位置を決めた後、建家との相対位置関係から

出入管理建家及び放射性廃棄物処理建家位置を決めた。 
・トカマク複合建家の南北方向位置はトカマク施設の磁場影響範囲を敷地内に収めるため、
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北側境界から 220m 南の位置をトカマク施設中心位置とした。 
また、東西方向位置は、隣接する③ゾーンとの間の構内道路から配管・ケーブルダクト

敷設用地として 10m 離した位置をトカマク複合建家の下部構造擁壁外側位置とした。 
・出入管理建家及び放射性廃棄物処理建家・貯蔵タンクはトカマク複合建家の出入口及び

大物搬入口に合わせて配置した。出入管理建家の東側には従事者用の駐車場及び道路ス

ペースを確保し、大物搬入口横には大物資材の仮置場を配置した。 
・制御棟は出入管理建家～事務管理棟及び実験研究棟間の実験研究棟側に近い位置に配置

した。 
・ ゾーンの外周には、幅員 8m の構内道路を配置した。 

 
⑤大物機器取扱いゾーン 

・ゾーンの位置は、トカマク複合建家の南側とし、トカマク複合建家に隣接して組立複合

建家、除塵室及び中間変電所を、組立複合建家の東側に超重量物仮置き・組立ヤードを

配置した。 
・除塵室及び超重量物仮置き・組立ヤードの南側には全幅員 30m（車線幅員 15m）の超重

量物輸送道路を配置し、敷地外の専用道路と接続した。 
 

⑥受変電設備ゾーン 
・ゾーンの位置は、サービスＡ・冷却水設備ゾーン、極低温設備ゾーン及び大物機器取扱

いゾーンの南側とし、中央変電所、電源制御建家及び電源補完設備を配置した。 
・ゾーンの外周には、トランス等の重量物輸送に対応するため、幅員 11m の重量物輸送用

道路を配置した。 
 

⑦放射性廃棄物取扱いゾーン 
・ゾーンの位置は、受変電設備ゾーンの東側とし、固体廃棄物一時保管建家を配置した。 

 
⑧冷却塔ゾーン及びサービスＢゾーン（処理系） 

・ゾーンの位置は大物機器取扱いゾーンの東側とし、冷却塔による敷地周辺の住民への騒

音・振動の影響を低減させるため、東西幹線道路から約 300m 南側とした。 
・ゾーン内には、冷却塔、冷却水ポンプ建家、仮設排水設備、生活排水処理施設及び一般

工業排水処理施設を配置した。 
・ゾーンの外周には、幅員 8m の構内道路を配置した。 
 

b.配置パターンＢ 
①従事者常駐ゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
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②サービスＡゾーン（供給系）及び冷却水設備ゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
 

③NBI 電源ゾーン、超伝導磁石電源ゾーン及び極低温設備ゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
 

④トカマクゾーン及び放射性廃棄物取扱いゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
・トカマク複合建家の南北方向位置はトカマク施設の磁場影響範囲を敷地内に収めるため、

北側境界から 220m 南の位置をトカマク施設中心位置とした。 
また、東西方向位置は、隣接する①ゾーン内の従事者への磁場の影響をさけるため、建

家位置から 220m 東の位置をトカマク施設中心位置とした。 
 
⑤大物機器取扱いゾーン 

・ゾーンの位置は、トカマク複合建家の東側とし、トカマク複合建家に隣接して組立複合

建家、除塵室及び中間変電所を、組立複合建家の東側に超重量物仮置き・組立ヤードを

配置した。 
・除塵室及び超重量物仮置き・組立ヤードの東側には全幅員 30m（車線幅員 15m）の超重

量物輸送道路を配置し、敷地外の専用道路と接続した。 
 

⑥受変電設備ゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
 

⑦放射性廃棄物取扱いゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
 

⑧冷却塔ゾーン及びサービスＢゾーン（処理系） 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡと同じ

とした。 
 

c.配置パターンＣ 
①従事者常駐ゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備は配置パターンＡ、Ｂと同じとした。 
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・配置の考え方は、事務管理棟及び実験研究棟～制御棟～出入管理棟間距離を最短にするた

め、事務管理棟及び実験研究棟をゾーンの最も南側に配置した。 
 その他建家の配置の考え方は配置パターンＡ、Ｂと同じとした。 

 
②サービスＡゾーン（供給系） 

・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡ、Ｂ

と同じとした。 
 

③冷却塔ゾーン 
・ゾーンの位置は従事者常駐ゾーンの南側、サービスＡゾーンの東側とし、ゾーン内には

冷却塔及び冷却水ポンプ建家を配置した。 
 

④冷却水設備ゾーン 
・ゾーンの位置は、サービスＡゾーン及び冷却塔ゾーンの南側とし、ゾーン内には鷹架沼

から取水した淡水の浄化設備を配置した。 
 

⑤NBI 電源ゾーン、超伝導磁石電源ゾーン及び極低温設備ゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡ、Ｂと

同じとした。 
 

⑥トカマクゾーン及び放射性廃棄物取扱いゾーン 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡ、Ｂと

同じとした。 
・トカマク複合建家の南北方向位置はトカマク施設の磁場影響範囲を敷地内に収めるため、

北側境界から 220m 南の位置をトカマク施設中心位置とした。 
また、東西方向位置は、隣接する①ゾーン内の従事者への磁場の影響をさけるため、建

家位置から 220m 南の位置をトカマク施設中心位置とした。 
 
⑦大物機器取扱いゾーン 

・ゾーンの位置は、トカマク複合建家の北側とし、トカマク複合建家に隣接して組立複合

建家、除塵室及び中間変電所を、組立複合建家の西側に超重量物仮置き・組立ヤードを

配置した。 
・除塵室及び超重量物仮置き・組立ヤードの北側には全幅員 30m（車線幅員 15m）の超重

量物輸送道路を配置し、敷地外の専用道路と接続した。 
 

⑧受変電設備ゾーン 
・ ゾーンの位置は、トカマクゾーンの南側、冷却塔及び冷却水設備ゾーンの東側とし、ゾ

ーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡ、Ｂと同じとした。 
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・  
⑨放射性廃棄物取扱いゾーン 
・ゾーンの位置は受変電設備ゾーンの南側とし、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の

考え方は配置パターンＡ、Ｂと同じとした。 
 

⑩サービスＢゾーン（処理系） 
・ゾーンの位置、ゾーン内に配置する建家、設備及び配置の考え方は配置パターンＡ、Ｂと

同じとした。 
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5.3 敷地整地高の検討 
 
(1) 検討条件 

a. 整地高区分 
 敷地造成では整地区分を細分化し、個々のエリアで土量バランスがとれる整地高を採用する

ことで、取扱い土量は小さくなりコストの低減を図れる傾向にある。 
一方、整地区分を細分化すると各整地区分間に高低差が生じるため、 

  ・各整地区分間に法面が発生し、法面ごとに法肩及び法尻との離隔が必要になり、造成面積

が広くなる。 
  ・道路最大勾配（４％）を守るため、整地区分間にアプローチ長が必要になり、整地間のア

クセスルートが限定される。 
  ・整地区分が小さいと土地利用が限定されるため、建家・設備規模の変更、増設等の計画変

更への適用性が低くなる。 
等の施設機能確保の面でのデメリットが大きくなる。 
 以上のことから、整地高区分は基本配置図の各ゾーン位置の現況地形と各ゾーン間のアクセ

スを考慮して決めることとする。 
 施設の基本配置と現況地形の関係を代表例として配置パターンＡを図-12に示す。 
 施設予定地の現況地形は、敷地の西側及び南側に標高 TP+60m 以上の高台があり、敷地の

東側に向かって緩やかに傾斜しており、同図中の右下向きハッチ部分は現況地形が標高

TP+60m 以上（TP+60～63m）を表し、左下向きハッチ部分は現況地形が標高 TP+52～58m
を表している。 
同図より、従事者常駐ゾーン（駐車場含む）及び受変電ゾーン位置の現況地形はほぼ TP+60m

以上の標高で、両者に挟まれたサービスＡゾーン及び冷却水設備ゾーンの現況地形は西側の沢

部を除けばほぼ TP+58m程度の標高である。 
また、主要施設であるトカマクゾーン、NBI電源ゾーン、超伝導磁石電源ゾーン、極低温設

備ゾーン及び大物機器取扱いゾーン位置の現況地形は、TP+52～58m程度の標高である。 
上記の施設配置位置の現況地形及び各ゾーン間から、整地高については以下のとおりである。 
①整地高区分は敷地の東西方向に設定することになるが、同方向のゾーン配置から整地高区

分は、従事者常駐ゾーン、NBI・超伝導磁石電源ゾーン、トカマクゾーン及び大物機器取
扱いゾーンの最大４分割が可能である。 
②TP+52m～58mの地形に配置する主要施設である NBI・超伝導磁石電源ゾーン、トカマ
クゾーン及び大物機器取扱いゾーンの整地高区分については、最大３分割が可能であるが、

トカマクゾーンと大物機器取扱いゾーン間は超重量物を輸送することから、同じ整地高に

した方が施工及び機能上有利である。 
③また、トカマクゾーン周辺の NBI・超伝導磁石電源ゾーン及び極低温設備ゾーンは、ト
カマク建家建設時には施工スペースとして利用するとともに、各ゾーンの建家・設備は同

時期に建設する計画であるためアクセス性がよいことが求められることならびに各ゾー
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ン間には大規模な配管及びケーブルダクトが敷設されることから、同じ整地高にした方が

施工上及び機能上有利である。 
④従事者常駐ゾーン、受変電ゾーン及びサービスＡゾーン・冷却水設備ゾーンの整地高区分

については、現況地形の標高がほぼ TP+60m 程度で大きな高低差がないことから、同じ
整地高とした方が有利である。 

 
以上のことから、敷地内の整地高区分は２分割とする。 

 
 

b. 土捨て場 
 敷地造成工事で発生する表土及び残土は、敷地東側隣接部に仮設用地を確保することも兼ね

て、東側沢部を土捨て場として埋立てて処分する。 
土捨て場予定位置及び埋立て計画を図-13に示す。 
同図に示した計画形状で埋立てた場合の収容可能土量は約 60万m3である。 
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(2) 土量バランスの検討による敷地整地高の検討 

 
a. 土量バランス検討条件 

  土量バランスの検討条件を以下に示す。 
   
  ①整地高は 1m 単位で設定する。 
  ②表土は盛土に転用せず残土として処理するものとし、表土の層厚は再処理施設の施工実績

から 0.3m とする。 
  ③切土を盛土に利用する場合の土量換算率Ｃ（盛土土量/地山土量）は、再処理施設の施工実

績から 0.9 とする。 
  ④法面の勾配は 1：2、法面１段の最大高さは 5m とし、複数段にする場合は法面間に小段 1.5m

を配置する。 
  ⑤敷地造成土量は３次元 CAD を用いて算定した。 
 

b. 配置パターンＡ 
  敷地造成土量の算定は、従事者常駐ゾーン、受変電ゾーン及びサービスＡ・冷却水設備ゾー

ン（以下、造成エリアＢと呼ぶ）の整地高を現況地形から TP+60m に固定し、トカマクゾーン、

NBI・超伝導磁石電源ゾーン、極低温設備ゾーン及び大物機器取扱いゾーン（以下、造成エリ

アＡと呼ぶ）の敷地整地高をケース１：TP+53ｍ、ケース２：TP+54m、ケース３：TP+55m
に変化させた３ケースについて行った。 

  敷地造成形状例（造成エリア A：TP+54m、造成エリア B：TP+60m）を図-14 に、敷地造成

土量の計算結果を表-8 に示す。 
  同表より、整地高を変化させた場合の造成土量は以下のとおりである。 
  ① 造成エリアＡの整地高を TP+55m にしたケース３の場合、取扱い土量は最小になってい

るが、転用可能土量をみると約 8 万 m3 不足しており、これは敷地内の盛土の必要土量に

対し、切土量が不足していることを意味している。 
このため、盛土材を外部から購入しなければ成立せず、購入砂を用いた場合の盛土工事

費は転用可能土を用いた場合に比べ約 2.3 倍であることから、工事費からみた換算取扱い

土量としては約 94 万 m3（≒76 万 m3+2.3×8 万 m3）となり、工事費は最も高くなる。 
  ② 造成エリアの整地高を TP+53m にしたケース１と TP+54m にしたケース２を比較する

と、取扱い土量は両ケースとも約 92 万 m3 でほぼ同じであり工事費は差がないが、ケース

２の方が造成エリア A と B との高低差が小さいことから斜路延長を短くでき、構内の施設

計画（道路、排水路等）がしやすい。 
  以上のことから、敷地整地高は造成エリアＡを TP+54m、造成エリアＢを TP+60m にしたケ

ース２を最適整地高に選定した。 
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図-14 配置パターンＡの敷地造成形状（造成ｴﾘｱ A：TP+54m、造成ｴﾘｱ B：TP+60m） 

 
表-8 敷地造成土量の計算結果 
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c. 配置パターンＢ 
  敷地造成土量の算定は、敷地形状が配置パターンＡとほぼ同じであることから、造成エリア

Ｂの整地高を TP+60m に固定し、造成エリアＡの整地高をケース１：TP+54ｍ、ケース２：

TP+55m に変化させた２ケースについて行った。（造成エリアＡの整地高を TP+53m にした場

合は、配置パターンＡの検討結果からケース１とほぼ同じ結果になると予想でき、整地高間の

高低差が少ない方が配置計画上は有利であることから省略した。） 
  敷地造成形状例（造成エリア A：TP+54m、造成エリア B：TP+60m）を図-15 に、敷地造成

土量の計算結果を表-9 に示す。 
  同表より、整地高を変化させた場合の造成土量は以下のとおりである。 

① 造成エリアＡの整地高を TP+55m にしたケース２の場合、取扱い土量はケース１より

少ないが、転用可能土量をみると約 14 万 m3 不足しており、これは敷地内の盛土の必要

土量に対し、切土量が不足していることを意味している。 
このため、盛土材を外部から購入しなければ成立せず、購入砂を用いた場合の盛土工事

費は転用可能土を用いた場合に比べ約 2.3 倍であることから、工事費からみた換算取扱い

土量としては約 103 万 m3（≒71 万 m3+2.3×14 万 m3）となり、ケース１に比べ工事費

は高くなる。 
  以上のことから、敷地整地高は造成エリアＡを TP+54m、造成エリアＢを TP+60m にしたケ

ース１を最適整地高に選定した。 
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図-15 配置パターン B の敷地造成形状（造成ｴﾘｱ A：TP+54m、造成ｴﾘｱ B：TP+60m） 

 
表-9 敷地造成土量の計算結果 
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d.配置パターンＣ 
  敷地造成土量の算定は、配置パターンＡ、B の検討結果から造成エリアＢの整地高を TP+60m

に固定し、造成エリアＡの整地高をケース１：TP+54ｍとした１ケースのみについて行った。 
  敷地造成形状例（造成エリア A：TP+54m、造成エリア B：TP+60m）を図-16 に、敷地造成

土量の計算結果を表-10 に示す。 
  同表より、造成土量は以下のとおりである。 

①  本ケースの場合、取扱い土量は約 92 万 m3 で残土量は約 4 万 m3 となり、転用可能土

と盛土必要量との収支はほぼバランスしており、これ以外の整地高にした場合は盛土量が

不足するかまたは残土量が増加する。 
  以上のことから、敷地整地高は造成エリアＡを TP+54m、造成エリアＢを TP+60m にしたケ

ース１を最適整地高に選定した。 
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図-16 配置パターンＣの敷地造成形状（造成ｴﾘｱ A：TP+54m、造成ｴﾘｱ B：TP+60m） 

 
表-10 敷地造成土量の計算結果 
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5.4 配置比較検討 
 これまでの検討結果を総合し、前述の３パターンの構内配置案を作成して比較評価を行った。 
(1) 配置比較 

構内配置パターンＡ、Ｂ，Ｃの敷地整地高を反映させた構内配置及び敷地全体配置を図-17
～19に、各配置パターンのトカマク複合建家位置と推定岩盤高との関係を図-20に、各配置の
比較を表-11に示す。 
また、配置図には、配管、ダクト延長の比較検討のため、配管及びダクトルートを併せて示

した。 
  各配置の比較評価項目は以下の項目とした。 
  ・トカマク複合建家位置の岩盤高 
  ・各ゾーン間の人及び物のアクセス 
  ・居住域への騒音・振動の影響 
  ・主要配管・ダクト延長 
  ・主要配管・ダクトと大物機器取扱いゾーン（超重量物輸送道路含む）との交差 
  ・敷地造成土量、整地高及びトカマク複合建家埋込み深さ 
 

構内配置パターンＡ、Ｂ，Ｃの比較結果は以下のとおりである。 
 ①トカマク複合建家位置の岩盤高 
   トカマク複合建家位置の岩盤高は、配置パターンＢで TP+25m 程度と最も高く、以下 C、

Ａの順で低くなっており、配置パターンＡで TP+18m程度である。 
 ②人のアクセス 
   ITER 施設の運転中に最も人のアクセスが多い事務棟・研究棟～制御棟～出入管理建家間

距離は、配置パターンＣ、Ｂで各々180mと 220mと約 200m前後で最も近く、Ａは約 570m
で最も遠い。 

 ③超重量物のアクセス 
   超重量物の構内輸送距離は、配置パターンＡが約 510m で最も短く、Ｂが約 690m、Ｃが

約 1200mで最も長い。 
 ④騒音・振動の影響 
   騒音源である極低温設備及び冷却塔と事務棟・研究棟との距離は、配置パターン B で約

350mと最も遠く、Ａ、Ｃで約 140mと最も近い。また、Ｃは敷地北側境界との距離も約 150m
で最も近い。 

 ⑤主要配管・ダクト延長 
   規模が大きい電源ケーブルダクト延長は、配置パターンＢが約 380m で最も短いが、Ａ、

Ｃで約 450m程度で大きな差はない。 
   二次冷却系ダクト延長は、配置パターンＡが約 810mで最も短いが、Ｂ，Ｃで約 900m程

度で大きな差はない。 
   冷却水送水配管長は、配置パターンＣが約 20mで最も短く、Ａ，Ｂで約 900m程度である。 
 ⑥主要配管・ダクトと大物機器取扱いゾーン（超重量物輸送道路含む）との交差 
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   配管・ダクトと大物機器取扱いゾーンとの交差延長は、配置パターンＣが約 60m で最も短

いが、Ａ，Ｂでも約 100m 前後で大きな差はない。 
 ⑦敷地造成及びトカマク複合建家埋込み深さ 
   敷地整地高を TP+54m 及び 60m にした場合の敷地造成土量は、配置パターンＢが約 85 万

m3 で最も少なく、Ａ，Ｃで約 90 万 m3 程度である。 
   トカマク複合建家の埋込み深さは敷地整地高と岩盤高の関係から、配置パターンＢが約

29m 程度で最も浅く、以下Ｃ，Ａの順で深くなり、Ａで約 36m 程度である。 
 
  上述したように、配置パターンＢは 
  ・トカマク複合建家位置の岩盤高が高く、建家の埋込み深さが浅くなるため、主要工事であ

る建家基礎工事費が最も安くなり、建設工程も最も短い。 
  ・事務棟・研究棟～制御棟～出入管理建家間距離が短く、人のアクセス性に優れている。 
  ・事務棟・研究棟等の居住区域と騒音・振動源とが離れているため影響が少ない。 
 等の点でパターンＡ，Ｃより優れていると判断できることから最適配置に選定した。 
 
(2) 敷地造成計画 

  選定した配置パターンＢについて、主用地及び仮設用地の敷地造成工事ならびにトカマク複

合建家基礎掘削工事での土量収支について検討した結果を表-12 に示す。 
  同表より、土量収支については以下に示すとおりであり成立性に問題はないことを確認した。 

① 主用地及び仮設用地エリアＡ～Ｅの敷地造成工事での取扱い土量は約 124 万 m3 である。

この段階で発生する残土は、表土が約 22 万 m3、転用可能土が約 26 万 m3 で、表土は土捨

て場（エリア G）に収容し、転用可能土は仮設用地エリアＦの盛土に転用する。 
② 仮設用地エリアＦの敷地造成に伴う盛土の不足分約 51 万 m3 に対しては、トカマク建家基

礎掘削（エリアＨ）の発生土約 49 万 m3 を転用することにより、約 2 万 m3 の不足は出る

がほぼ土量はバランスする。 
③ 残土発生量については、敷地造成工事で発生する表土が約 28 万 m3、基礎掘削で発生する

不良土が約 14 万 m3 の計約 42 万 m3 で、土捨て場収容可能土量が約 77 万 m3 であること

から十分収容可能である。 
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 図-17(2) 配置パターンＡ敷地全体配置 
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 図-18(2) 配置パターン B 敷地全体配置 
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 図-19(2) 配置パターンＣ敷地全体配置 
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表-11 配置パターンの比較
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(3)詳細配置図作成 

本検討以前に行われてきた県及び国等への対外的な説明では、FDRに示された施設の
みを対象とした配置計画を用いて、施設用地面積 70ha及び用途区分が決定されている。 

  一方、前項までの検討では、施設用地面積 70ha以外の場所に設置する施設も含めて全
体としての構内配置計画を行っている。 
  そこで、ここでは従来の配置計画と整合をとり、かつ、新たに加えた施設用地を明確に

するために、前出の配置図（図-18参照）を一部修正し最終的な詳細配置図を作成するこ
ととした。 
  最終的な詳細配置図を図-21に、修正事項を以下に示す。 
  ・配置の修正対象としたゾーンは、従事者常駐ゾーン及び冷却水設備ゾーンのみとする。 
  ・従事者常駐ゾーンに配置していた計算機センター、図書館及び研究施設増設エリアを

主用地外に配置し、従事者常駐ゾーン内の再配置を行った。 
  ・サービスＡゾーンと同じエリアに配置していた冷却水設備ゾーン（淡水浄化施設）を

主用地外に配置し、サービスＡゾーン内の再配置を行った。 
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 図-21(2) 全体配置図 
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６． まとめ 
 

ITER 施設計画の必要施設及び施設規模の最新情報ならびにトカマク複合建家予定地付

近の最新地盤情報を基に、トカマク複合建家の向き及び複数のゾーンの相対位置関係をパ

ラメータにした構内配置の比較検討を行った結果、トカマク複合建家を西向きにした配置

（Ｂ案）は他案に比べ、 

① トカマク複合建家を支持岩盤が高い位置に配置できるため、建家の基礎掘削コスト

を低減できるとともに基礎工事の工程も最も短い。 

② 敷地造成工事の取扱い土量が最も少なくコストを低減でき、敷地整地高も標高

TP+54m 及び TP+60m と高低差は 6m でサイト要件を満足するとともに、２段造成のた

め敷地利用の裕度が高い。 

③ 人及び物のアクセス性、騒音・振動の影響回避ならびに主要配管・ダクト延長の短

縮の点で優れている。 

ことから最適配置案として B案を選定した。 

 また、同案について敷地造成工事及びトカマク複合建家基礎掘削工事の土量収支につい

て検討した結果、敷地東側の沢を土捨て場として利用することで土量はバランスし計画が

成立することを確認した。 

 

 この検討の結果、日本に誘致を想定する場合、六ヶ所サイトの配置案として合理的な構

内配置案を策定することができた。 

 

 

 

参考資料 
 * 1：Final Design Report 2001 

 * 2：報告書「六ヶ所村 ITER 建設候補地内、主要エリアの地質および地質構成の検討」 

（H17.3、新むつ小川原株式会社） 
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添付資料 トカマク複合建家設置レベルの検討 

 
１．検討目的 

 トカマク複合建家は耐震重要度Ａクラス相当の耐震性能が要求されているため、十分な強度

を有する岩盤に支持させる必要がある。 
このため、建家は地盤中に埋め込まれる構造になるが、その建設には大規模な山留壁の設置

及び基礎掘削が必要になることから、建家の設置レベル（埋め込み深さ）が建設工事費及び工

程に及ぼす影響は非常に大きい。 
トカマク複合建家設置レベルの決定上考慮すべき要因としては、建家の支持岩盤高、敷地の

整地高及び建家配置計画（建家階高計画）があるが、前項までに示した六ヶ所サイトの地盤条

件（岩盤高）及び敷地整地高の検討結果から、トカマク複合建家の埋込み深さは当初計画より

深くなることが予想されるため、これらについて総合的に検討し決定する必要がある。 
以上のことから、ここでは六ヶ所地点の現地条件（地盤及び地形）に適合した合理的な建家

設置レベル（建家埋込み深さ）について検討する。 
  
２．検討手順 

  トカマク複合建家設置レベルの検討フローを図-A1 に示す。 
  本検討では六ヶ所地点の地盤情報に基づく支持地盤高及び構内配置計画に基づく敷地の最適

整地高から決まる建家の埋め込み深さに対し、まず FDR に示された建家計画（階高計画）の適

合性を確認し、次に支持地盤高、整地高及び建家配置計画を変更した代替案についても検討し、

合理的な建家の設置レベルを設定する。 
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図-A1 検討フロー 
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３．基本条件の設定 

（１）建家支持地盤及び高さ 
トカマク複合建家は耐震重要度Ａクラス相当の構造物であるため、建家の成立条件として免

震建家であるトカマク複合建家を支持する下部構造を岩着させることが要求されている。 
トカマク複合建家予定位置周辺の支持岩盤高推定図を図-A2 に示す。 
同図は予定地周辺の地質ボーリング調査結果を基に、建家の支持岩盤として期待できる新第

３紀中新世の地質である鷹架層中部層のうちＮ値 50 以上の高さを示したものである。 
同図によると、建家予定地周辺の支持岩盤高は標高 TP+25m～30m 程度の範囲で傾斜してい

ると推定されることから本検討での支持岩盤高は低めの値をとり標高 TP+25m とする。 
 

（２）敷地の整地高 
敷地造成工事で最も経済的な敷地の整地高は、切土及び盛土の取扱い土量が最小で、かつ、

敷地内で切土と盛土の土量バランスがとれる高さで、前出の敷地整地高の検討結果から、トカ

マク複合建家敷地の整地高は敷地造成工事上の最適整地高である標高 TP+54m とする。 
 

（３）建家配置計画 
FDR で検討された建家の階高計画は以下のとおりである。 
・１階レベル：GL±0.0m（敷地整地高） 
・下部基礎版下端レベル：GL-24.1m（敷地整地高下 24.1m） 
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４．建家設置レベルの検討 

（１）現状計画の確認 
  ここでは、まず建家予定位置の支持岩盤高と FDR に示された建家配置計画との適合性につい

て確認する。 
前項で示したトカマク複合建家の支持地盤高標高 TP+25m と敷地の整地高標高 TP+54m か

ら、建家の設置レベルは標高 TP+25m、埋め込み深さは GL-29ｍ（地表レベルから 29m 
下）になる。 
一方、建家配置計画での下部基礎版下端レベルは GL-24.1m であることから、建家の埋め込

み深さと建家下部基礎版下端深さとの関係は 
 埋め込み深さ GL-29m ＞ 建家下部基礎版下端深さ GL-24.1m 
と約 5m の高低差が生じるため、現状の計画条件のままでは適合せず、いずれかの条件を変更

することにより高低差を解消することが必要である。 
以上のことから、建家の設置レベルについては、建家支持地盤高、敷地の整地高及び建家配

置計画の条件を変更した代替案について比較検討を行い決定することとする。 
 
（２）建家設置レベルの検討 
a. 代替案の立案 

  現状計画で生じた約 5m の高低差を解消する代替案立案の考え方を以下に、また概要を図

-A3 に示す。 
 
①案：支持岩盤高の変更 

  計画条件のうち建家の支持岩盤高を変更するもので、支持岩盤高 TP+25m の上に約 5m の

MMR を打設し、支持岩盤高を建家配置計画の建家下部基礎版下端高と同じにする。 
  
②案：敷地の整地高の変更 

  計画条件のうち、敷地の整地高を変更するもので、現状の TP+54m を TP+49m に下げて、

建家の埋め込み深さと建家下部基礎版下端深さと同じにする。 
 
③案：建家配置計画の変更 

  計画条件うち、建家配置計画（階高計画）を変更するもので、現状の地下２階を地下３階

に変更し、建家下部基礎版深さを支持岩盤高と同じにする。 
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 図-A3 建家レベルの代替案の概要 
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b. 建家設置レベルの設定 

  現状計画で生じた約 5m の高低差を解消する代替案の比較結果を表-A1 に示す。 
  同表に示したように、③案の建家内配置計画を変更する場合、 

・敷地造成、基礎掘削及び建家下部工工事の概算コストが最も安い。 
・変更による全体工事工程への影響がほとんどない。 
・建家内配置計画の FDR からの変更作業はあるが、技術上、コスト、工程上の問題はな

い。 
ことから、最も有利である。 

  以上のことから、③案を最適案と判断し、建家の埋込み深さ敷地整地高から約 29m（地下

３階）とし、建家の設置レベルは支持岩盤高である標高 TP+25m とする。
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表-A1 代替案の比較 

 

 
 






